
七重浜さざなみ会（昭和５３年度～令和元年度）， 課税事業者 ○基本的視点の再チェック
シーイクオリティ（令和３年度） 免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

目　　的

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

☑ □

3,499

[500] [2,964] [3,464]

500 3,430

２ 補助金等の使途は適切である

2,942

2,930

2,999

500 3,498

計

500 3,504

[2,764]

1,312 2,861

[1,312] [] [1,514] [2,826]

35 1,514 ７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５ 前年度繰越金は生じていないか

□

□

□

□

3,404

[3,253]

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　障がい児向けのサーフィンイベント開催
および七重浜海水浴場開設のため新規に設立
した団体であり，事業収入が望めない。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　団体の自主性を尊重するとともに，当該施設
を
利用する函館市民のレクリエーション活動や水
難
事故の防止のためには補助する方法が最適であ

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　本市および周辺自治体住民の夏季における
レクリエーションおよび青少年健全育成の場
としての役割を担っており，北斗市と協議の
うえ，応分の負担とする。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　当該海水浴場は本市の児童生徒・一般市
民も多数利用しており，安心・安全な海水
浴場として水難事故の防止に効果がある。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

□

☑ □

□☑

☑

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

七重浜海水浴場開設事業補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

1,398

[1,625] [] [1,844]

R4
(決算)

R5
(決算)

1,268 2,799

[1,268] [] [1,496]

[3,469]

3,087

[1,398] [] [1,654] [3,052]

1,625 3,504

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[1,609] [] [1,644]

1,609 152 1,643

R7
(予算)

[500] [2,963] [3,463]

[3,504][500] [3,004]

3,004

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

500

[500]

団　体　名

助成の根拠規定等 ・函館市補助金等交付規則
・七重浜海水浴場開設事業補助金交付要綱(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [500] [2,895] [3,395]

500

3,442

[3,291]

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

七重浜海水浴場開設事業補助金
開　始

昭和５３年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 計
市

団体等

の状況

□

☑

　七重浜海浜公園内に遊泳地区を設け，水難事故防止のために監視ならびに救護
体制の整備を行う事業である。本事業は事業実施にあたり，函館市と北斗市で協議
のうえ応分の負担を行っている。（令和２年度は海水浴場運営団体の七重浜さざなみ
会が解散したため，開設中止となった。）

（目　的）

　夏季における函館市民と周辺地域住民のレクリエーションおよび青少年健全育成
の場として，安全面に十分配慮した海水浴場を開設し運営する。

（効　果）

　レクリエーション機会の創出と青少年の健全育成および海水浴に伴う水難事故防
止が図られる。

35 1,654

35 1,844

35 1,496

2,998

[2,791]



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

□

□

□

☑

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

七重浜海水浴場開設事業補助金

　北斗市観光課によると，七重浜海水浴場の利用者の約６割が函館市民という調査結果がある
ため，前団体（さざなみ会）が開設していた実績を参考に，開設日数，利用者数，事故件数によ
り，効果を測定する

　【参考】
令和５年度実績
　開設期間：令和５年７月２３日～８月２０日（日）
　　　　　　※８月１３日および悪天候を除く２４日間
　利用者数：７，６２５人
　事故件数：死亡事故なし

　本市および周辺住民の夏季におけるレクリエーショ
ンならびに青少年健全育成の場を提供しているだけで
なく，安心・安全な海水浴場として水難事故防止に貢
献した。

令和　　　９　　年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和　　　９　　年度

現行のまま補助を継続

　補助金交付先団体の収支状況を適時確認し，補助
対象経費の見直しを図るなど，適正な補助金額の設
定について検討する。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他
　令和９年度

□

□

☑

□


